
2024年６月27日（木曜日）午前10時
（受付開始予定時刻：午前９時30分）

■ 開催日時

■ 開催場所

第１号議案 監査等委員でない取締役４名
選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役３名
選任の件

■ 決議事項

証券コード：1711
株式会社ＳＤＳホールディングス

2023年４月１日 → 2024年３月31日

第39期

定時株主総会
招 集 ご 通 知

東京都港区新橋一丁目12番９号
AP新橋 5階Ｊルーム（新橋プレイス）

法令及び当社定款14条に基づき電子提供措置事項か
ら一部を除いた書面をご送付しております。
したがって、ご送付している書面の目次、項番、参照頁
は電子提供措置事項と同一となっておりますのでご了承
ください。
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(証券コード 1711)
2024年６月12日

（電子提供措置の開始日 2024年６月６日）
株 主 各 位

東 京 都 港 区 東 新 橋 二 丁 目 11 番 ７ 号
株式会社 ＳＤＳホールディングス
代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 悠 介

第39期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第39期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第39期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://sds-hd.com/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

株主様には可能な限り、書面またはインターネットにより事前の議決権行使をご検討ください
ますようお願い申し上げます。お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検
討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示頂くか、当社の指定する議決権行使サイト
（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2024年６
月26日（水曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
1. 日 時 2024年６月27日 木曜日 午前10時

〈受付開始予定時刻：午前９時30分〉
2. 場 所 東京都港区新橋一丁目12番９号

AP新橋 ５階Ｊルーム（新橋プレイス）
3. 株主総会の目的事項

（報告事項） 第39期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告・計算書
類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算
書類監査結果報告の件

（決議事項）
第１号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲

載させていただきます。
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議決権行使のご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席いただける場合

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決
権行使のお手続きはいずれも不要です。
開催日時 2024年６月27日（木曜日）午前10時（受付開始予定時刻：午前９時30分）

開催場所 AP新橋 ５階Ｊルーム（新橋プレイス）
東京都港区新橋一丁目12番９号
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示頂き、以下の行使期限までに到着する
よう、ご投函ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
行使期限 2024年６月26日（水曜日）午後６時到着分まで有効

インターネットで議決権を行使される場合

パソコン、スマートフォンから以下の議決権行使サイトにアクセスし、同封の
議決権行使書に記載してあります「ログインＩＤ」および「仮パスワード」を
ご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
行使期限 2024年６月26日（水曜日）午後６時入力分まで有効

議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを入力する方法
「ログインID」及び「仮パスワード」を入力すること
なく議決権行使が可能です。

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い
申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。

1. 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコー
ドを読み取ってください。

2. 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来な
い場合があります。
QRコードでのログインが出来ない場合には、右記ログイン
ID・仮パスワードを入力する方法にて議決権行使を行って
ください。

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
（1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱

わせていただきますのでご了承ください。
（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パ

ソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
議決権行使サイトについて
（1）毎日午前2時30分から午前4時30分までは取扱を休止します。
（2）インターネットご利用環境、ご加入のサービス及びご使用の機種によっては、ご利用できない場合があります。
（3）議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となりますので、ご了承

ください。
（4）ご不明な点等がございましたら下記へお問合せください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 電 話 0120-173-027 （フリーダイヤル）
受付時間 9:00～21:00

以 上

議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/

1. 議決権行使サイトにアクセスしてください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や
議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様
には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願
いすることになりますのでご了承ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パ
スワード」をご通知いたします。

3. 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2. 議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID・仮パスワード」を入力しクリック。

｢ログインID・
仮パスワード」を入力

｢ログイン」をクリック

― 4 ―
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株主総会参考書類
第１号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件

監査等委員でない取締役４名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま
すので、取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について当社の監査等委員会において検討がなされ、各候補者は当社の取

締役として適任であるとの意見表明を受けております。監査等委員でない取締役候補者
は、下表のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

１ 渡
わた なべ ゆう すけ

辺 悠 介
（1992年１月24日生）

2015年 4 月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入
社

2017年12月 メディックイースト㈱ 設立 代表取締役
（現任）

2022年 7 月 当社 出向 SDGs推進委員会
2023年６月 当社 代表取締役社長就任（現任）
2023年６月 ㈱省電舎 取締役
2023年６月 ㈱イエローキャピタルオーケストラ 取締

役（現任）
2023年９月 ㈱SDSおひさま1号 取締役（現任）
2024年４月 ㈱省電舎 代表取締役社長就任（現任）

―株

2 吉 野 勝 秀
よ し の か つ ひ で

（1968年4月27日生）

1992年 7 月 ㈱新東京開発 代表取締役
2006年10月 ㈱シントウキョウエージェント 代表取締

役（現任）
2009年８月 ㈱エコロジスタ 代表取締役
2012年 6 月 ㈱新東京グループ 代表取締役（現任）
2021年 3 月 ジェイホールディングス㈱ 取締役
2021年 6 月 ㈱YOSHINO 代表取締役（現任）

1,499,600株
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

３ 関
せ き は ら た つ や

原 竜 也
（1974年7月12日生）

2000年12月 司法書士天川合同事務所 入所
2011年１月 オフィスランディック㈱ 入社
2015年９月 トゥーライフ合同会社 設立 代表社員

（現任）
2020年８月 ㈱新東京グループ 監査役
2021年10月 ㈱シントウキョウグロースキャピタル代表

取締役（現任）
2022年 6 月 当社 取締役（現任）
2023年 6 月 ㈱SDSおひさま1号 取締役（現任）

―株

４ 笠 原
か さ は ら ひ ろ か ず

弘 和
（1976年9月18日生）

2003年３月 プライムマックス㈱ 入社
2012年６月 ㈱メッツ 入社
2013年６月 同社 取締役
2017年２月 同社 代表取締役
2018年12月 ㈱イメージワン 取締役監査等委員
2019年11月 ㈱ジー・スリーホールディングス 代表取

締役社長
2023年12月 ㈱モルフォース設立 代表取締役（現任）

―株

(注) １．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．「所有する当社株式の数」については、2024年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
３．当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約に基

づき被保険者となります。なお、当該保険契約の概要等は事業報告24頁をご参照ください。
４．取締役候補者の選任理由

（１）渡辺悠介氏は、証券業界での実務経験と実績を有しており、2022年より当社のSDGs推進委員
会のメンバーとして、カーボンニュートラルの実現に向けて、様々な角度から当社が社会的企業
として実行すべき活動及び事業等について検討し、リサイクル・リユース事業の強化に貢献して
参りました。今後、時代に応じた組織管理をベースに当社におけるサステナビリティへの取組み
を牽引する人材と考え、引き続き選任をお願いするものであります。

（２）吉野勝秀氏は、長年にわたり、環境関連事業及び不動産事業会社の経営に携わる一方、上場企業
の役員としての経験が豊富で、当社取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重
要な役割を果たしていただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。

（３）関原竜也氏は、長年不動産業界に携わっており、省エネルギー事業と不動産事業の融合に精通し
ていることから、引き続き選任をお願いするものであります。

（４）笠原弘和氏は、長年上場企業の役員としての経験が豊富であり、環境関連事業及び不動産事業に
も精通しており、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たし
ていただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

（5）当社は、笠原弘和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま

すので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、下表のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

１ 川
か わ さ き し ゅ う い ち

崎 修 一
（1973年1月18日生）

2004年10月 最高裁判所司法研修所終了（57期）
2004年10月 富岡法律特許事務所 入所
2008年１月 オーバル法律特許事務所 入所
2009年４月 愛知大学大学院法務研究科 准教授
2010年６月 ㈱クリップコーポレーション 社外監査役
2011年10月 川崎修一法律事務所（現 弁護士法人久屋

総合法律事務所）代表弁護士（現任）
2014年11月 ㈱サンヨーハウジング名古屋（現 ㈱

AVANTIA）社外監査役（現任）
2018年11月 ㈱ジー・スリーホールディングス 社外取

締役監査等委員（現任）
2022年４月 愛知大学大学院法務研究科 教授（現任）
2024年４月 名古屋市不良堆積物対策審議会 委員（現

任）

―株

２ 近 藤 洋 治
こ ん ど う よ う じ

（1978年3月1日生）

2003年４月 ㈱スペース・デザイン・ラボラトリー入社
2012年４月 赤坂有限責任監査法人 入所
2013年８月 監査法人アリア 入所
2016年１月 公認会計士 登録
2019年 5 月 税理士 登録
2022年７月 ㈱みらい会計舎 設立 代表取締役（現

任）
2022年７月 近藤公認会計士・税理士事務所設立 所長

（現任）

―株

３ 皆
みな

川
がわ

茂
しげ

基
き

（1981年12月29日生）

2013年12月 最高裁判所司法研修所終了（66期）
2013年12月 新幸総合法律事務所 入所（現任）
2023年６月 当社社外取締役監査等委員（現任）
2024年２月 当社コンプライアンス委員会 委員長（現

任）

―株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．「所有する当社株式の数」については、2024年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
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３．川崎修一氏、近藤洋治氏、皆川茂基氏は、社外取締役監査等委員候補者であります。各候補者の選任
が承認された場合、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第
１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約における賠償責任の限度額は、
法令が規定する額であります。

４．当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約に
基づき被保険者となります。なお、当該保険契約の概要等は事業報告24頁をご参照ください。

５．社外取締役監査等委員候補者の選任理由及び期待される役割
（１）川崎修一氏は、上場企業の取締役監査等委員の経験が豊富で、弁護士として法律、経営など高度

な専門知識を有しており、これらの経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過
程での監督機能の実効性において重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、取締役
監査等委員として選任をお願いするものであります。

（２）近藤洋治氏は、公認会計士及び税理士として企業会計に関する知識が豊富であり、上場企業にお
ける第三者委員会の委員のサポートを経験していることから、当社のガバナンス強化において重
要な役割を果たしていただけるものと判断したため、取締役監査等委員として選任をお願いする
ものであります。

（３）皆川茂基氏は、弁護士として企業法務から倒産処理まで広く携わっており、企業におけるコンプ
ライアンスに精通していることから、取締役会における経営判断及び意思決定の過程での監督機
能において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、引き続き取締役監査等委員
として選任をお願いするものであります。

６．当社は、川崎修一氏、近藤洋治氏、皆川茂基氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け
出る予定であります。

以 上
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事 業 報 告

（2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に変更さ
れたことで経済活動が正常化に向かう一方、東欧・ロシアや中東地域をめぐる世界情勢の不
安、国内における円安基調の長期化など、先行きは依然として不透明な状況が続いておりま
す。 このような状況の中、当社は「私たちを取り巻く脅威に対処し、遠い未来・近い将
来・今の社会に貢献する」ことを経営理念として活動して参りました。地球温暖化・災害・
衛生リスクという３つの脅威に対し、省エネルギー設備の導入、その他施設改修等のソリュ
ーションに加え、リノベーション事業に進出し、グループをあげて受注活動を行って参りま
した。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は、4,135百万円（前連結会計年度比733百

万円増）となりました。損益に関しましては、販売費及び一般管理費が522百万円(前連結会
計年度比265百万円減)となり、営業利益25百万円(前連結会計年度 営業損失155百万円)、
経常損失51百万円(前連結会計年度 経常損失210百万円)となりました。純損益に関しまし
ては、主に、不正会計時の経営陣等との和解により特別利益として受取和解金20百万円の計
上と前期以前より行っていた省エネルギー関連事業での施設工事での導入設備が当初想定し
ていた効果が得られないものとなったため、この事業を協議の上精算し事業撤退損として特
別損失35百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失105百万円(前連
結会計年度 親会社株主に帰属する当期純損失296百万円)となりました。
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セグメントの業績については、次のとおりであります。

（省エネルギー関連事業）
省エネルギー関連事業におきましては、省エネルギー事業の推進により、顧客企業にエネ

ルギー・ソリューション・サービスの提供を行っております。また省エネルギー関連におけ
る設備導入、企画、設計、販売、施工及びコンサルティング業務を行っております。
当連結会計年度における業績は、売上高890百万円（前年同期比188百万円増）、セグメン

ト損失（営業損失）は113百万円（前年同期 セグメント損失 246百万円）となりました。
（リノベーション事業）
リノベーション事業におきましては、リノベーション及びリノベーション後の物件販売、

資産運用に関するコンサルティング、宅地建物取引業、不動産の分譲、売買、賃貸及び管理
並びにそれらの仲介及びコンサルティングを行っております。当期連結会計年度における業
績は、売上高3,245百万円（前年同期比545百万円増）、セグメント利益は136百万円（前年
同期 セグメント利益 93百万円）となりました。
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(2) 設備投資の状況
当連結会計年度において当社および連結子会社が行った設備投資の総額は148,943千円

であります。その主なものは、建物の購入51,591千円、土地の購入91,081千円となってお
ります。

(3) 資金調達の状況
2023年12月28日に発行した第９回新株予約権の行使が2024年１月〜３月に行われ

249,700千円を調達いたしました。今後も、財務体質改善のために、将来的な増資の可能性
も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めております。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲り受けの状況
該当事項はありません。
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(6) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

(7) 対処すべき課題
① コーポレート・ガバナンスの充実

当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良
好な関係を築いていくためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識
しております。当社では、当社グループのコーポレート・ガバナンスのあり方について、
独立役員３名（社外取締役監査等委員）を選任して客観的かつ中立的な視点から経営監視
をお願いすることなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社
外役員への情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も、持株会社として、グループ各
社のコーポレート・ガバナンスを徹底することで、連結経営の基盤強化、企業体質の健全
性を高めてまいります。

② 財務基盤の強化
当社は、長年に渡る事業赤字の計上により、2024年３月末における連結純資産は782

百万円まで棄損しており、経営成績のみによる連結純資産の急速な回復は困難な状況であ
ります。このため、当社グループが、業容拡大、収益力の強化を推し進めるためには、著
しく減少している連結純資産の増強が喫緊の課題であり、早期に新株発行による増資を行
い、連結純資産の増強を目指します。

③ 低コスト体制の徹底
企業間競争が進む中で、低コスト体制の徹底は極めて重要な課題と認識しております。

当社グループでは、コスト管理に注力を続け、低コスト体制の強化に取り組んでまいりま
す。

④ 人材の確保・育成
業績の回復、業容の拡大及び経営体質の強化を図っていく上で、優秀な人材の確保・育

成は極めて重要なものと認識しております。そこで、当社グループは、社員のスキル育成
のための効果的な仕組みを構築するとともに、省エネルギーシステム、設備構築を確実に
マネジメントし、技術的な問題等を理解し、解決できる人材については積極的に確保を図
ってまいります。

⑤ 事業基盤の強化
当社グループでは、常に進展する技術等に対応し、より幅広い顧客層を開拓するため、

パートナー企業とのより強固な連携が課題となっております。特に、商材の開発及び顧客
開拓においては、これまでの業務提携先、取引先等と積極的な事業協力を行ってまいりま
す。
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(8) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別
区 分

第 36 期
2021年３月期

第 37 期
2022年３月期

第 38 期
2023年３月期

第 39 期
(当連結会計年度)
2024年３月期

売 上 高 (千円) 844,454 1,034,970 3,402,015 4,135,838
経 常 損 失 (△) (千円) △272,124 △298,344 △210,858 △51,085
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 (△) (千円) △348,374 △333,788 △296,355 △105,390
１ 株 当 た り 当 期
純 損 失 (△) (円・銭) △73.31 △55.15 △34.60 △11.82

総 資 産 (千円) 277,349 921,661 4,556,248 3,790,177
純 資 産 (千円) 39,184 596,609 620,783 782,876
１ 株 当 た り
純 資 産 額 (円・銭) 6.61 73.95 59.69 67.86

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）及び「収益認識
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年３月26日）を第
37期の期首から適用しております。

② 当社の財産及び損益の状況
期 別

区 分
第 36 期

2021年３月期
第 37 期

2022年３月期
第 38 期

2023年３月期
第 39 期

（当事業年度）
2024年３月期

売 上 高 (千円) 44,653 47,540 30,945 16,729
経 常 損 失 (△) (千円) △345,414 △321,834 △238,600 △188,706
当 期 純 損 失 (△) (千円) △348,374 △475,171 △315,738 △169,401
１ 株 当 た り 当 期
純 損 失 (△) (円・銭) △73.31 △78.51 △36.86 △19.00

総 資 産 (千円) 76,496 531,855 584,622 772,316
純 資 産 (千円) 39,184 455,226 360,546 444,131
１ 株 当 た り
純 資 産 額 (円・銭) 6.61 56.39 41.29 45.00
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(9) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の
議決権比率 主要な業務内容

株式会社省電舎
百万円 ％ 省エネルギー関連設備導入における企

画、設計、販売、施工及びコンサルテ
ィング業務

20 100

株式会社イエローキャピタルオーケストラ 20 70 不動産に関する販売及びコンサルティ
ング業務

(10) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

省エネルギー関連事業 省エネルギー事業及び導入機器の販売業務
リノベーション事業 不動産に関する販売及びコンサルティング業務

(11) 主要な事業所（2024年３月31日現在）

当社 東京都港区

株式会社省電舎 東京都港区
株式会社イエローキャピタルオーケストラ 東京都中央区

(12) 従業員の状況（2024年３月31日現在）
①企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 対前連結会計年度末比増減
省エネルギー関連事業 7名（―） 3名 減
リノベーション事業 7名（―） 1名 減

共 通 4名（―） 3名 減
合 計 18名（―） 7名 減

（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの
出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を記載しております。
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②当社の従業員の状況
従業員数 前事業年度比増減 平均年齢 平均勤続年数

4名 3名 減 50.25歳 9.29年

(13) 主な借入先の状況（2024年３月31日現在）
借入先 借入額（千円）

東京シティ信用金庫 474,958

株式会社千葉銀行 489,095

東京ベイ信用金庫 358,716

新生インベストメント＆ファイナンス株式会社 118,100
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2. 会社の株式に関する事項（2024年３月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 20,000,000株
(2) 発行済株式の総数 9,832,773株
(3) 株 主 数 4,674名
(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
吉 野 勝 秀 1,499,600株 15.25％
佐 々 木 和 博 1,000,000株 10.17％
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 728,300株 7.40％
ＳＤＧｓキャピタル２号有限責任事業組合 514,600株 5.23％
株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 311,400株 3.16％
株 式 会 社 Ｄ Ｍ Ｍ． ｃ ｏ ｍ 証 券 257,000株 2.61％
楽 天 証 券 株 式 会 社 200,400株 2.03％
東 京 短 資 株 式 会 社 200,000株 2.03％
井 元 義 昭 123,400株 1.25％
有 限 会 社 ア ー ス マ テ リ ア ル 114,800株 1.16％
（注）持株比率は自己株式（62株）を控除して計算しております。

(5) 当該事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況
該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が事業年度の末日に保有している新株予約権等（2024年３月31日現在）

該当事項はありません。

（2）当事業年度中において当社使用人等に対して交付した新株予約権の内容等
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項等

決議年月日 2023年12月12日

新株予約権の総数（個）※ 20,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数（株）※ 普通株式 2,000,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 227

新株予約権の行使期間 ※ 2023年12月29日から2025年12月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格 227
資本組入額 113.5

新株予約権の行使の条件 ※ 各本新株予約権の一個未満の行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項 ※ 該当事項はありません。
※ 新株予約権の発行時（2023年12月29日）における内容を記載しております。
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１．新株予約権の内容等
新株予約権の目的となる
株式の種類

当社普通株式(当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり権利内容に何ら限
定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は１単元を100株とす
る単元株式制度を採用している。)

新株予約権の目的となる
株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は
2,000,000株とする(本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、
「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、本欄第２項及び第４
項により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株
式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．当社が本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価
額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとす
る。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。な
お、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、本表別欄
「新株予約権の行使時の払込金額」第３項に定める調整前行使価額及び調整
後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行

使時の払込金額」欄第３項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関
し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の
前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、
調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項
を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことが
できない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行
使価額に割当株式数を乗じた額とする。

２.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式
１株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、金
227円とする。

３．行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当

社の発行済普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある
場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使
価額を調整する。

既発行
普通株
式数

+
交付

普通株式数 ×
1株当たり
の払込額

1株当たりの時価
調整後行
使価額 ＝ 調整前

行使価額 × 既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価
額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新
たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当て
による場合を含む。ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その
他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を
交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を
交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその
最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はか
かる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための
基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降
これを適用する。
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③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交
付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下
回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予
約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適
用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は
(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割
当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以
降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付
社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時
価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額と
の差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、
その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場
合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額から
この差額を差引いた額を使用する。

(4) その他
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第３位まで算出し、小数

第３位を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日

に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融
商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第
３位を切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権
利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない
場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社
の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株
式を控除した数とする。

(5) 本欄第３項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げ
る場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のため
に行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発
生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく
調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前
日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、
調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を
書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで
きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

金457,680,000円
(注) すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額である。新株

予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権
利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上
記株式の発行価額の総額は減少する。

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請
求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請
求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本表別欄「新株予
約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資
本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等
増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端数を生じる場合
はその端数を切り上げた額とする)、当該資本金等増加限度額から増加する
資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間 2023年12月29日から2025年12月28日までとする。ただし、別記「自己新株
予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一
部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日まで
とする。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１．本新株予約権の行使請求受付場所
株式会社SDSホールディングス 管理本部
東京都港区東新橋２−11−７住友東新橋ビル５号館８階

２．本新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。

３．本新株予約権の払込取扱場所
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 麻布支店
東京都港区麻布十番１丁目10番３号

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一個未満の行使はできない。
自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予
約権の払込期日の翌日以降いつでも、取得の対象となる本新株予約権の新株予約
権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得
日の到来をもって、本新株予約権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に
残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとする。一部
取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
する。

代用払込みに関する事項 該当事項はない。
組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

該当事項はない。

(注)１．本新株予約権の行使請求及び払込の方法
ⅰ．本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載し

てこれに記名捺印したうえ、上記表中「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に上記表中
「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項記載の行使請求受付場所
に提出しなければならない。
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ⅱ．本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約
権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付
場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込む
ものとする。

２．本新株予約権の行使の効力発生時期
本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」欄第１項に定める行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使
に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払
込取扱場所」欄第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に入金された日に発生する。
３．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
４．株式の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号)及びそ
の他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保
有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
５．本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由

当社グループは、環境・衛生ソリューションの提供を通じて、社会に貢献することを、経営の目標とし
ております。特に、温暖化ガスの削減、災害への備え、衛生的な社会の実現、という３つの脅威に対する
ソリューション提供体制の構築を、今期の重要な課題として活動しています。
近時、高騰する電力料金や、2050年カーボンニュートラルを目指す我が国のエネルギー政策を背景に、

太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーへの需要は大きく高まっています。特に電力小売り自由化以
降、PPAモデル(※)と言われる事業モデルが、再生可能エネルギー普及の手段として、急速に拡大しており
ます。
当社グループでは、この機を逃さず、適切な投資によって業績を回復させ、営業黒字を実現することを

最大の課題としておりますが、その為には既存事業の回復に期待するだけでは不十分であり、当社グルー
プが得意とする領域において、より利益率が高く、規模の拡大を図ることができるビジネスモデルの構築
によって、需要を積極的に取り込むことが急務であります。
具体的には、当社では、温暖化ガス削減について積極的な対策を計画する企業に対し、自家消費型太陽

光発電設備の導入等を提案・推進してきましたが、今後はこれに加え、より利益率が高く、大規模なPPA
モデル事業に注力する為、既存事業への設備構築だけではなく、再生可能な太陽光パネルの入手ルートの
整備及びリサイクル技術の向上、また太陽光発電施設の保守・メンテナンスサービスの提供並びに太陽光
発電施設のセカンダリー市場での販売情報に基づき、安定したリサイクル・リユースパネルの入手を可能
にすることによって、より収益性の優れたPPAモデル事業を進めていく計画であります。この事業には、
当社が過去に関わってきた、再生可能エネルギー発電設備構築のノウハウと情報が必要となると共に、リ
サイクル・リユースパネルの確保及び設置・調査の為の資金が必要となります。
リサイクル・リユースパネルの活用は、PPAモデルにおける投資事業収益率を大きく改善することがで

きると共に、既存の太陽光パネルを有効利用することで、新たなパネル生産による温暖化ガスの排出を抑
制する効果を期待することができます。
一方、当社グループは、前回のファイナンスによって前連結会計年度より株式会社イエローキャピタル

オーケストラを連結子会社としましたが、2023年３月期まで８期連続で営業赤字を計上しており、早期の
黒字化は喫緊の課題となっております。しかしながら、現状の経営環境は、事業拡大の好機であると考え
ており、この好機を確実に捉えることは、今後当社グループの中期的な成長に極めて重要であり、事業推
進の為の必要資金の調達は、必須であると考えます。
今期の当社グループは、販売管理費の大幅な削減を見込んでおり、黒字化に必要な売上総利益は、前期

よりも減少し、リノベーション事業を除いた事業では１億50百万円程度となっております。当該利益の達
成のためには、現在多くの問い合わせを頂いている、HACCP対応の食品工場の建設を急遽、進める必要が
あり、その為の工事・部材の仕入資金が必要となっています。
一方で、今後成長が見込める太陽光発電関連事業におけるPPAモデル事業の対象案件は、現状では16件
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を予定しており、これらへの投資を急ぎ、早期の実績を作ることが、新たなビジネスモデルを定着・発展
させる重要な要素だと考えております。また、今後の利益成長を企図する為、M&Aにも積極的に取り組ん
でまいります。
(※) PPA(Power Purchase Agreement)モデルとは、電力を使用する需要家が提供する屋根や敷地に、

PPA事業者が太陽光発電システムなどを無償で設置・運用し、需要家自身が発電した電気を購入し
て、その使用料をPPA事業者に支払うビジネスモデル

６．その他
ⅰ．会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる

場合には、当社は必要な措置を講じる。
ⅱ．本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく本有価証券届出書の届出の効力発生を条件

とする。
ⅲ．その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。

２． 新株予約権証券の引受け
該当事項はありません。
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4. 会社役員の状況（2024年３月31日現在）
(1) 取締役の状況

氏 名 会社における地位 担当および重要な兼職の状況
渡 辺 悠 介 代 表 取 締 役 社 長 ―
本 清 剛 史 取 締 役 本清鋼材㈱代表取締役社長
小 野 澤 歩 取 締 役 ―
関 原 竜 也 取 締 役 ―

森 雅 俊 取 締 役 監 査 等 委 員
㈱ベイエフエム 非常勤監査役
公益財団法人綿貫国際奨学財団 評議員
㈱金太郎ホーム 顧問
㈱省電舎 監査役

佐 々 木 健 郎 取 締 役 監 査 等 委 員 ㈱マネージポート会計事務所 代表取締役
皆 川 茂 基 取 締 役 監 査 等 委 員 新幸総合法律事務所
(注) 1．取締役森雅俊氏、佐々木健郎氏および皆川茂基氏は、会社法施行規則第２条第15号に定める社外取締

役であります。
2．2024年４月25日をもって、本清剛史氏は取締役を辞任いたしました。
3．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を

実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定してお
りません。

4．当社は、当社及び当社子会社である株式会社省電舎のすべての取締役および 監査役を被保険者とす
る役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は、全額会社が負担しております。
当該保険契約では、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。

5．当社は、森雅俊氏、佐々木健郎氏、皆川茂基氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出
書を提出しております。
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(2) 取締役の報酬等の総額等
①当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分 支給
人員

報酬等の種類別の額
計 摘 要

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く） 6名 21,150千円 ― ― 21,150千円
うち社外取
締役―名

―千円

取締役（監査等委員） 4名 6,300千円 ― ― 6,300 千円
うち社外
取締役

4名
6,300 千円

計 10名 27,450千円 ― ― 27,450千円
イ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2018年６月27日開催の第33期定

時株主総会において年額100,000千円以内と決議し、また、当社取締役（監査等委員）の
金銭報酬の額は、同株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時
株主総会終結時の取締役（監査等委員を除く）の員数は４名、取締役（監査等委員）の員数
は３名です。
ロ. 取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
当社は、取締役（監査等委員を除く。以下、本項において同じ。）個人別の報酬等の内容

に係る決定方針（以下「決定方針」という）について、経営会議において検討・協議したう
えで、2022年6月29日開催の取締役会において決議いたしました。
決定方針の概要は、以下のとおりです。

・当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬については、固定報酬としての金銭による基本
報酬と非金銭報酬等により構成することとし、基本報酬は、月毎の固定報酬とし、当社グ
ループの業績、各取締役の担当職務及び成果、貢献度等を総合的に勘案して決定するもの
とする。非金銭報酬等は、ストックオプションとし、付与するストックオプションの数
は、株主総会において決議した範囲内で、各取締役の担当職務及び成果、貢献度等を総合
的に勘案して決定するものとする。

・取締役の種類別の報酬の割合については、当社グループの業績、各取締役の担当職務及び
成果、貢献度等を踏まえて決定する。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を
50%、非金銭報酬等を50%とする。

・個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締
役が原案を作成し、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役会決議により決定するものと
する。
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当社の当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された報酬総
額の範囲内において、当社グループの業績、各取締役の担当職務及び成果、貢献度等を総合
的に勘案して、月毎の固定報酬として代表取締役が原案を作成し、監査等委員会に提出して
その審議を経た後に、取締役会において、監査等委員である取締役全員の賛成も得たうえで
決定していることから、その内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。

(3) 社外役員に関する事項
イ．社外役員の兼任の状況（他の法人等の業務執行者又は社外役員である場合）

氏名 兼任先および兼任内容 兼任先と当社との取引関係
森 雅俊 株式会社ベイエフエム 非常勤監査役

公益財団法人綿貫国際奨学財団評議員
平山建設株式会社 顧問
株式会社省電舎 監査役

当社と当該他の法人等の関係
で記載すべき当該事項はあり
ません。

佐々木 健郎 株式会社マネージポート会計事務所 代表取締役 当社と当該他の法人等の関係
で記載すべき当該事項はあり
ません。

皆川 茂基 新幸総合法律事務所 当社と当該他の法人等の関係
で記載すべき当該事項はあり
ません。

ロ．社外役員の主な活動状況
氏名 地位 主な活動状況・期待役割に関して行った職務の概要

森 雅俊 社外取締役
（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会22回のうち22回に出席し、
監査等委員会13回のうち13回に出席いたしました。取締役
会及び監査等委員会において、金融業界での広い見識と豊か
な経験を活かし、中立かつ客観的観点から適宜意見等も述べ
ており、当社の企業価値最大化の実現にあたり重要な役割を
果たしております。

佐々木 健郎 社外取締役
（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会22回のうち22回に出席し、
監査等委員会13回のうち13回に出席いたしました。 取締役
会及び監査等委員会において、公認会計士としての財務及び
会計の高い見識と豊富な知識・経験等に基づき中立かつ客観
的観点から適宜説明を求め意見等も述べており、取締役の職
務執行の監督にあたり重要な役割を果たしております。

皆川 茂基 社外取締役
（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会22回のうち15回に出席し、
監査等委員会13回のうち10回に出席いたしました。取締役
会及び監査等委員会において、企業法務に関する専門知識と
豊富な実務経験を活かして中立かつ客観的観点から適宜説明
を求め意見等も述べており、取締役の職務執行の監督にあた
り重要な役割を果たしております。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

アルファ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 25,000千円

(注) 1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区別できませんので、当該事業年度に係る
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出
根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額に
ついて同意の判断をしております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いた
します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総
会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及

び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人アルファ監査法人は、責任限定契約を締結しております。その契約内容

の概要は次のとおりです。
会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、10,000千円又は会

社法第 425 条第1 項の最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、会計監査人の当社
に対する損害賠償責任の限度としております。
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6. 会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制
当社は、過去の不適切会計処理の問題を受けて、2019年２月14日に、内部管理体制の再

構築を目指し、改善計画・状況報告書を作成、公表し、同改善計画に基づく体制の整備を行
い、業務の適法性・有効性の確保並びにリスク管理に努め、関連法規の遵守を図って参りま
した。今期も、引き続き、上記改善計画に基づく施策を継続し、より強固な内部管理体制の
構築に努めて参ります。
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制その他業務の適正を確保するための体制
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業理念、行動規範、取締役

会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督して
おります。当社グループ全社を横断する経営会議を設置し、コンプライアンス・リスク管
理規程に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、
重要な意思決定が必要な事項については、外部の専門家と共同で事前にその法令及び定款
への適合性を調査・検討することにより役職員の職務の適合性を確保する体制となってお
ります。
また、役職員に対するコンプライアンス教育・研修を継続的に実施すると共に、法令・

定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築し、外部の
弁護士に直接通報できるように運用しております。内部通報制度は匿名での通報を認める
こと、通報をした者が通報を理由に不利益な取り扱いを受けることが無いことをその内容
に含んでおります。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役会規程、稟議規程、文書管理規程に基づき、適切な保存および管理（廃棄を含

む）を行っております。また、取締役は保存された情報を閲覧することが可能な体制とな
っております。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動に関連する市場環境、経済環境の変動等による財務リスク、法

令・規程違反によるコンプライアンス・リスクに対処する為、コンプライアンス・リスク
管理規程を制定し、当該規程に基づき、管理本部及び内部監査室は、経営会議、取締役
会、監査等委員会に随時報告し、未然にリスクを防止するよう努めるとともに、グループ
各社の相互連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行います。
不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置して危機

管理にあたり、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整えます。

④ 取締役の職務の執行が効率的になされることを確保するための体制
取締役会は、経営方針および重要な業務執行の意思決定および業務執行状況の監督を行

っております。業務執行に関しては、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、業務執行の
有効性と経営の効率性を図るため、代表取締役および業務執行を担当する取締役等で構成
される経営会議を設置し、原則毎月１回開催することにより、取締役会付議事項の審議お
よび取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事
項の審議・決定を行います。
また、当社グループ全体の協力の推進及び業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行

います。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社子会社を当社の一部署と位置付け、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統および

権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的、統括的に管理することとしま
す。内部監査部門は、当社子会社を含めた当社グループ全体の内部監査を実施する体制と
しております。
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⑥ 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員会は、原則月に１回開催される定時取締役会の前に開催され、取締役会にお

ける審議事項を事前に、担当取締役等から報告を受ける体制をとり、取締役会で十分な議
論ができる体制をとっております。また各監査等委員は、必要に応じて他の会議体に出席
することにより、取締役および使用人から、重要事項の報告を受ける体制となっておりま
す。
また、取締役および使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生したとき、または

発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会
が報告すべきと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとしま
す。

⑦ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の業務執行を含

む経営の日常的活動の監査を行います。監査等委員会は、内部監査室および会計監査人
と、定期的に情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保するものとします。
また、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、負担した

債務の弁済を請求したときは、その費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと
認められる場合を除き、その費用を負担します。

⑧ 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に

行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り財務報告の信頼性と適正性を確保しま
す。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社及び当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力およ

び団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動
を助長するような行為を行いません。また、反社会的勢力および団体からの介入を防止す
るため警察当局、暴力団追放運動推進センター、弁護士等と緊密な連携を確保します。ま
た、自治体（都道府県）が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力
の活動を助長し、または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行
いません。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要について
当連結会計年度末の時点で、当社及び当社子会社は「内部統制システムの整備・運用状

況」を評価し、基本方針に基づき内部統制システムが適正に整備され、運用されていたこと
を確認しております。主な運用状況は以下の通りであります。
① 取締役の職務執行について

当連結会計年度において当社は、社外取締役３名を含む７名の取締役で構成され、社外
取締役３名を含む３名の監査等委員が出席する取締役会を22回開催し、そのうち森雅俊
氏22回、佐々木健郎氏22回、皆川茂基氏15回出席しており、業務に関する重要事項につ
いて決議するとともに、当社子会社に関する報告を受け、当社子会社の職務の執行を監督
しております。また、取締役及び各本部の本部長出席の本部長会議において毎月１回開催
し、重要事項について慎重に検討しております。

② 監査等委員会の職務の執行について
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的な情報交換を行うほか、稟議書等

の社内の重要文書を閲覧することにより当社及び当社子会社の監査の実効性を確保してお
ります。また、必要がある場合は、外部専門家との連携を図ります。当連結会計年度にお
いては、監査等委員会を13回開催し、そのうち森雅俊氏13回、佐々木健郎氏13回、皆川
茂基氏10回出席しており、監査等委員間での意思疎通を図るとともに効果的な監査等委
員会の職務執行に努めております。

③ コンプライアンス及びリスクの管理について
リスク管理規程に基づき、取締役会、経営会議、内部監査室、監査等委員会、子会社取

締役会の各会議体にて、リスクの把握とその管理体制を整備しております。また、内部通
報運用規程に基づき弁護士を通報窓口とするコンプライアンス通報窓口を設置しておりま
す。

（3）当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨て、その他の数値については単位未満を四捨五入し

ております。
2. 売上高等の記載金額には消費税等は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2024年３月31日現在)

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 2,509,143 流 動 負 債 1,778,657

現 金 及 び 預 金 656,749 買 掛 金 20,026
売 掛 金 89,426 短 期 借 入 金 1,377,400
販 売 用 不 動 産 1,685,729 １年内返済予定の長期借入金 124,787
原 材 料 414 未 払 法 人 税 等 27,299
前 払 費 用 11,477 未 払 金 67,568
そ の 他 66,221 前 受 金 21,056
貸 倒 引 当 金 △876 そ の 他 140,519

固 定 資 産 1,281,033 固 定 負 債 1,228,642
有 形 固 定 資 産 1,048,719 長 期 借 入 金 1,095,974
建 物 368,203 繰 延 税 金 負 債 319
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 3,336 事 業 整 理 損 失 引 当 金 75,000
土 地 677,178 長 期 未 払 金 57,349

無 形 固 定 資 産 98,582
の れ ん 94,782 負 債 合 計 3,007,300
そ の 他 3,800 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 133,732 株 主 資 本 666,529
投 資 有 価 証 券 18,750 資 本 金 2,119,292
繰 延 税 金 資 産 8,764 資 本 剰 余 金 2,217,271
敷 金 20,166 利 益 剰 余 金 △3,669,982
長 期 前 払 金 55,000 自 己 株 式 △52
破 産 更 生 債 権 等 10,308 その他の包括利益累計額 688
そ の 他 39,149 その他有価証券評価差額金 688
貸 倒 引 当 金 △18,406 新 株 予 約 権 1,656

非 支 配 株 主 持 分 114,002
純 資 産 合 計 782,876

資 産 合 計 3,790,177 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,790,177
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連 結 損 益 計 算 書

（2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 4,135,838
売 上 原 価 3,587,706

売 上 総 利 益 548,132
販売費及び一般管理費 522,470

営 業 利 益 25,661
営 業 外 収 益

受 取 利 息 110
受 取 配 当 金 94
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 3,375
そ の 他 1,110 4,691

営 業 外 費 用
支 払 利 息 70,859
株 式 交 付 費 10,575
そ の 他 3 81,438
経 常 損 失 51,085

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 9
受 取 和 解 金 20,255 20,265

特 別 損 失
事 業 撤 退 損 35,542 35,542

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 66,362
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 22,761
法 人 税 等 調 整 額 1,785

当 期 純 損 失 90,910
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 14,479
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 105,390
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連結株主資本等変動計算書

（2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当期首残高 1,993,430 2,091,409 △3,564,592 △52 520,195
当期変動額
新株の発行（新株予約権
の行使） 125,862 125,862 251,724

新株予約権の発行

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 損 失 △105,390 △105,390

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の当期変動額（純額 )

当期変動額合計 125,862 125,862 △105,390 ― 146,333
当期末残高 2,119,292 2,217,271 △3,669,982 △52 666,529

その他の包括利益累計額
新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 1,064 1,064 ― 99,523 620,783
当期変動額
新株の発行（新株予約権
の行使） △2,024 249,700

新株予約権の発行 3,680 3,680

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 損 失 △105,390

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の当期変動額（純額 ) △376 △376 14,479 14,103

当期変動額合計 △376 △376 1,656 14,479 162,093
当期末残高 688 688 1,656 114,002 782,876
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連結注記表
１．継続企業の前提に関する事項

当社グループは、前連結会計年度以前から継続して親会社株主に帰属する当期純損失を
計上しており、損失が継続することで資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当連
結会計年度の業績においては、営業利益は25,661千円と前期より改善されましたが、
経常損失51,085千円、親会社株主に帰属する当期純損失105,390千円を計上しており
ます。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が
存在しております。当社グループは、上記の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような状況を解消するために、以下の対応策を講じ、当該状況の解消又は改善に努めて
まいります。

①営業利益及びキャッシュ・フローの確保
前連結会計年度に引き続き、各案件の精査を行い、継続的に原価の低減を図り、利益率
の向上を進めてまいります。また、商業施設、食品関連設備などへの省エネルギー提案
によるクライアント開発を積極的に進め、安定的な売上・利益を確保する体制の構築を
進めてまいります。また、前期より進出したリノベーション事業においては、利益の出
せる体制となっており更にその拡大に努めます。

②案件精査、利益率確保のための体制
当社グループでは、営業管理・予実管理の実効性を上げるため、営業会議を毎週行い、
予算の実行とコンプライアンスの向上に努めております。営業会議での課題・成果など
は経営会議で報告され、タイムリーな対応策の検討、情報の共有化を行うことにより、
案件の精査や解決策を着実に決定・実行してまいります。

③諸経費の削減
随時、販売費及び一般管理費の見直しを実施し、販売費及び一般管理費の削減を推進
し、利益確保に努めてまいります。

④資金調達
2023年12月28日に発行した第９回新株予約権の行使が2024年１月〜2024年３月に
行われ249,700千円を調達いたしました。今後、全てが行使された場合には204,300
千円を調達できる見込みでおります。今後も、財務体質改善のために、将来的な増資の
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可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めております。

⑤事業領域拡大
前連結会計年度より開始したリノベーション事業、今後需要が高まるPPA(※)事業を開
始することで事業基盤の確保と収益基盤の獲得を図っております。

(※) PPA(Power Purchase Agreement)モデルとは、電力を使用する需要家が提供
する屋根や敷地に、PPA事業者が太陽光発電システムなどを無償で設置・運用し、需要
家自身が発電した電気を購入して、その使用料をPPA事業者に支払うビジネスモデル

しかしながら、これらの対応策を講じても、業績及び資金面での改善を図る上で重要な
要素となる売上高及び営業利益の確保は外部要因に大きく依存することになるため、ま
た、新株予約権による資金調達は行使が約束されているものではないため、現時点では
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社グループの連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の
前提に関する重要な不確実性の影響を連結計算書類に反映しておりません。
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２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1． 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 株式会社省電舎
株式会社イエローキャピタルオーケストラ

（2）主要な非連結子会社の名称等
株式会社SDSおひさま１号
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし
ていないため連結の範囲から除いております。

2． 持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社（株式会社SDSおひさま１号）の当期純損益の額
のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額等
が、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、この会社に対する投資
については持分法を適用しておりません。

3． 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4． 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法によっております。

② 棚卸資産
原材料は総平均法に基づいて算定しており（貸借対照表価額については、収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法)、未成事業支出金は個別法に基づく原価法 (貸借対照
表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
販売用不動産については、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の
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低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
イ 節減量分与契約資産
（機械及び装置）
顧客との契約期間を耐用年数とする定額法

ロ その他の資産
定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。）
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年〜50年
機械装置及び運搬具 17年
工具、器具及び備品 ５年〜15年

② リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

事業整理損失引当金
事業の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、当連結会計年度末にお
ける損失見込額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以
下のとおりであります。
工事契約
工事契約については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識す
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る方法により収益を認識しております。
また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくイン

プット法によっております。
なお、進捗率を見積もることのできない工事契約については代替的な取扱いを適用し、

原価回収基準で収益を認識しております。ただし、契約における取引開始日から完全に履
行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり
収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

不動産売買事業
買取販売、買取リフォーム販売
当社グループは、不動産所有者から中古マンション等を取得し、必要に応じてリフォー

ムを実施することで資産価値を高めた後、顧客に販売しております。買取販売、買取リフ
ォーム販売では、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負って
おります。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡
し時点で収益を計上しております。

（5）その他連結計算書類作成のための重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、投資効果の発現する期間（10年）において均等償却しております。

３．追加情報
該当事項はありません。

４．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。
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５．会計上の見積りに関する注記
のれん
株式会社イエローキャピタルオーケストラを取得したことに伴い計上したのれんについて

は、同社の超過収益力として認識し、取得時に作成した中期事業計画を踏まえてその効果の発
現する期間（10年）にわたって償却しております。

事業整理損失引当金
環境衛生事業の一部事業の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、当連結会計

年度末における損失見込額を計上しております。

販売用不動産の評価
当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

販売用不動産 1,685,729千円

棚卸資産の簿価切下げ額 459千円
(1) 算定方法

販売用不動産の評価は、個別法に基づく原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）を採用しており、販売見込額から販売費等を控除した正味売却価額が取得原価
を下回る場合には、棚卸資産評価損を計上しております。
(2) 主要な仮定

正味売却価額の算定に用いた主要な仮定は販売見込額であり、当社の定める評価基準に基
づき、近隣の取引事例や市場動向、路線価図・評価倍率表等を参考に算出しております。

(3) 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
販売見込額は、不動産市況の変動等の不確実性を有しており、将来の不確実な条件の変動

の結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした条件が変化した場合、翌連結会計年
度以降の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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６．会計上の見積りの変更
該当事項はありません。

７．連結貸借対照表注記
資産から直接控除した減価償却累計額（減損損失累計額を含む）
有形固定資産 103,725千円
建物 69,674千円
機械装置及び運搬具 23,058千円
工具器具及び備品 10,992千円

担保に供する資産
定期預金 38,601千円

販売用不動産 1,675,631〃

建物 368,203〃

土地 677,178〃

計 2,759,614千円

上記に対する債務
短期借入金 1,377,400千円
長期借入金（１年内返済予
定含む） 1,220,761〃

計 2,598,161千円
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８．連結損益計算書注記
事業撤退損
前連結会計年度以前より行っていた省エネルギー関連事業での施設工事での導入設備が当初想定していた
省電力効果が得られないものとなったため、この事業を設備を導入した取引先と協議の上精算し事業撤退
損として特別損失35百万円を計上しております。

９．連結株主資本等変動計算書に関する注記
1． 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数
普通株式 8,732,773株 1,100,000株 ー株 9,832,773株

（注）発行済株式の総数の増加1,100,000株は、新株予約権の権利行使によるものであります。

2． 自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数
普通株式 62株 ー株 ー株 62株

3． 配当に関する事項
該当事項はありません。

4． 新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的と
なる
株式の
種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）当連結会計

年度期首
当連結会計年
度増加株式数

当連結会計年
度減少株式数

当連結会計
年度末株式数

当社
第９回新
株予約権
（注）1

普通株式 ー 2,000,000 1,100,000 900,000 1,656

合計 ー 2,000,000 1,100,000 900,000 1,656

（注）１．第９回新株予約権の当連結会計年度の減少は新株予約権の行使によるものであります。
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10．金融商品に関する注記
1． 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、
資金調達については銀行借入等による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、一部、営業取引に際し前受金を受け入れ、信用リスクの軽減

を図っております。また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅
延債権については、定期的に各担当役員へ報告され、個別に把握及び対応を行う体制と
しております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業等の株式への出資であります。上場株式

は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作
成する等の方法により管理しており、その内容が取締役会に報告されております。
営業債務である買掛金及び未払金はそのほとんどが３カ月以内の支払期日でありま

す。
また、営業債務や借入金等は流動性リスクに晒されていますが、資金繰り計画を作成

するなどの方法により管理しております。
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2． 金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。
連結貸借対照表計上額

（千円）
時 価

（千円）
差 額

（千円）
（1）投資有価証券（※３） 11,240 11,240
（2）破産更生債権等 10,308

貸倒引当金（※２） △10,308
ー ー ー

（3）敷金 20,166 17,290 △2,876

資産計 31,406 28,530 △2,876
（1）長期未払金（１年内支払予

定含む） 69,349 68,484 △864
（2）長期借入金（１年内返済予

定含む） 1,220,761 1,221,723 962

負債計 1,290,110 1,290,207 97
※１．現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金並びに未払法人税等については、短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
２．破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
３．市場価額のない株式等は「(1) 投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表

計上額は以下の通りであります。
区分 当連結会計年度（千円）

非上場有価証券 7,510
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3． 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 11,240 ー ー 11,240
資産計 11,240 ー ー 11,240
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

破産更生債権等 ー ー ー ー
敷金 ー 17,290 ー 17,290

資産計 ー 17,290 ー 17,290
長期未払金 ー 68,484 ー 68,484

長期借入金（１年内返済予定含む） ー 1,221,723 ー 1,221,723

負債計 ー 1,290,207 ー 1,290,207

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。

敷金
将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価
値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期未払金、長期借入金
これらの時価は、元金の合計額と、当該債務の残存期間及び無リスクの利子率を基に、割引現在価値法によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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11．賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用のマンションを有しております。
(2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項

（単位：千円）
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価

1,045,382 1,097,973
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2．当連結会計年度末の時価は、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場
価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を
用いて調整した金額によっております。

12．収益認識に関する注記
１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

工事契約・保守等 物 販 不動産販売等 合 計

一定期間にわたって認識する
収益 877,015 ー ー 877,015

一時点で認識する収益 ー 13,704 3,139,970 3,153,674

顧客との契約から生じる収益 877,015 13,704 3,139,970 4,030,689

不動産賃貸収入（注） ー ー 105,148 105,148

外部顧客への売上高 877,015 13,704 3,245,118 4,135,838

(注)不動産賃貸収入については、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い会計処理を
行っており、賃貸借期間にわたり収益を認識しております。

2024年05月29日 19時29分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



― 48 ―

２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
工事契約・保守等
工事契約・保守等については、主として、履行義務の進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間に
わたり収益を認識しております。工事の進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価
が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、進捗率を測定できない
が、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。な
お、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事
契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し
た時点で収益を認識しております。取引の対価は、主として、履行義務の充足とは別に契約期間中に段階
的に受領するとともに、残額については履行義務をすべて充足したのち概ね１年以内に受領しており、重
大な金融要素は含んでおりません。
不動産販売等
当社グループは、不動産所有者から中古マンション等を取得し、必要に応じてリフォームを実施すること
で資産価値を高めた後、顧客に販売しております。不動産販売では、不動産売買契約に基づき当該物件を
顧客に引渡す義務を負っております。当該履行義務は売買代金を受領すると同時に物件を引き渡した一時
点で履行義務が充足されるものであるため、顧客への対象不動産の引き渡し完了時点において収益を認識
しております。

３.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高)
売掛金 148,797

顧客との契約から生じた債権(期末残高)
売掛金 89,426

契約負債(期首残高)
前受金 64,934

契約負債(期末残高)
前受金 21,056
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(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１
年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契
約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

13．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 67円86銭
１株当たり当期純損失 11円82銭

14．重要な後発事象
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(2024年３月31日現在)

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 317,189 流 動 負 債 252,865

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原 材 料

立 替 金

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

未 収 消 費 税

そ の 他

固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 金

関 係 会 社 株 式

そ の 他

貸 倒 引 当 金

205,478

1,375

414

6,418

78,700

4,308

20,493

455,127

455,127

1,293

18,042

10,308

55,000

360,611

20,181

△10,308

買 掛 金 803
関 係 会 社 短 期 借 入 金 221,000
未 払 金 4,320
未 払 費 用 4,653
前 受 収 益 680
未 払 法 人 税 等 12,994
預 り 金 1,150
そ の 他 7,262

固 定 負 債 75,319
事 業 整 理 損 失 引 当 金 75,000
繰 延 税 金 負 債 319

負 債 合 計 328,184
純 資 産 の 部

株 主 資 本 441,752
資 本 金 2,119,292
資 本 剰 余 金 2,217,271
資 本 準 備 金 1,926,472
そ の 他 資 本 剰 余 金 290,799

利 益 剰 余 金 △3,894,760
そ の 他 利 益 剰 余 金 △3,894,760
繰 越 利 益 剰 余 金 △3,894,760

自 己 株 式 △52
評 価 ・ 換 算 差 額 等 723

その他有価証券評価差額金 723
新 株 予 約 権 1,656

純 資 産 合 計 444,131
資 産 合 計 772,316 負 債 ・ 純 資 産 合 計 772,316
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損 益 計 算 書

（2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 16,729
売 上 原 価 1,269

売 上 総 利 益 15,459
販売費及び一般管理費

役 員 報 酬 27,450
給 料 及 び 手 当 29,009
賃 借 料 16,037
租 税 公 課 28,078
支 払 報 酬 46,991
支 払 手 数 料 22,477
そ の 他 21,563 191,608
営 業 損 失 176,148

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,164
そ の 他 77 1,241

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,219
株 式 交 付 費 10,575
そ の 他 3 13,799
経 常 損 失 188,706

特 別 利 益
受 取 和 解 金 20,255 20,255

税 引 前 当 期 純 損 失 168,451
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 950
当 期 純 損 失 169,401
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株主資本等変動計算書

（2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株 主
資 本
合 計資 本

準備金
その他
資 本
剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 1,993,430 1,800,610 290,799 2,091,409 △3,725,359 △3,725,359 △52 359,429
当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 125,862 125,862 125,862 251,724
新株予約権の発行
当 期 純 損 失 △169,401 △169,401 △169,401
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額)

当期変動額合計 125,862 125,862 ― 125,862 △169,401 △169,401 ― 82,322
当期末残高 2,119,292 1,926,472 290,799 2,217,271 △3,894,760 △3,894,760 △52 441,752

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 1,117 1,117 ― 360,546
当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） △2,024 249,700
新株予約権の発行 3,680 3,680
当 期 純 損 失 △169,401
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額) △393 △393 △393

当期変動額合計 △393 △393 1,656 83,585
当期末残高 723 723 1,656 444,131
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個別注記表
１．継続企業の前提に関する事項

当社は、前事業年度以前から継続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し
ており、損失が継続することで資金繰りに懸念が生じる可能性があります。
当事業年度の業績においても、営業損失176,148千円、経常損失188,706千円及び

当期純損失169,401千円を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関
する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、上記の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消するため

に、以下の対応策を講じ、当該状況の解消又は改善に努めてまいります。

①営業利益及びキャッシュ・フローの確保
前事業年度に引き続き、各案件の精査を行い、継続的に原価の低減を図り、利益率の

向上を進めてまいります。また、商業施設、食品関連設備などへの省エネルギー提案に
よるクライアント開発を積極的に進め、安定的な売上・利益を確保する体制の構築を進
めてまいります。また、前期より進出したリノベーション事業においては、利益の出せ
る体制となっており更にその拡大に努めます。

②案件精査、利益率確保のための体制
当社では、営業管理・予実管理の実効性を上げるため、営業会議を毎週行い、予算の

実行とコンプライアンスの向上に努めております。営業会議での課題・成果などは経営
会議で報告され、タイムリーな対応策の検討、情報の共有化を行うことにより、案件の
精査や解決策を着実に決定・実行してまいります。

③諸経費の削減
随時、販売費及び一般管理費の見直しを実施し、販売費及び一般管理費の削減を推進

し、利益確保に努めてまいります。

④資金調達
2023年12月28日に発行した第９回新株予約権の行使が2024年１月〜2024年３月

に行われ249,700千円を調達いたしました。今後、全てが行使された場合には
204,300千円を調達できる見込みでおります。今後も、財務体質改善のために、将来
的な増資の可能性も考慮しつつ、借入金を含めた資金調達の協議を進めております。

⑤事業領域拡大
前事業年度より開始したリノベーション事業、今後需要が高まるPPA(※)事業を開始

することで事業基盤の確保と収益基盤の獲得を図っております。
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(※) PPA(Power Purchase Agreement)モデルとは、電力を使用する需要家が提
供する屋根や敷地に、PPA事業者が太陽光発電システムなどを無償で設置・運用し、需
要家自身が発電した電気を購入して、その使用料をPPA事業者に支払うビジネスモデル

しかしながら、これらの対応策を講じても、業績及び資金面での改善を図る上で重要
な要素となる売上高及び営業利益の確保は外部要因に大きく依存することになるため、
また、新株予約権による資金調達は行使が約束されているものではないため、現時点で
は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を計算書類に反映しておりません。
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２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
1． 重要な資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

① 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法によっております。

（2）棚卸資産
原材料は総平均法に基づいて算定しており（貸借対照表価額については、収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法)、未成事業支出金は個別法に基づく原価法 (貸借対照表
価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

2． 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
① 節減量分与契約資産
（機械及び装置）

顧客との契約期間を耐用年数とする定額法
② その他の資産

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。）
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年〜50年
機械装置及び運搬具 17年
工具、器具及び備品 ５年〜15年
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3． 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

事業整理損失引当金
事業の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、当事業年度末における損

失見込額を計上しております。

4． 重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益

認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）
を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ
ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

５．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

６．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認
識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

７．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。
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８．会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価
当事業年度の計算書類に計上した金

関係会社株式 360,611千円

（注） 関係会社株式は、株式会社イエローキャピタルオーケストラと株式会社SDSおひさま１号でありま
す。

当事業年度の計算書類に計上したイエローキャピタルオーケストラ株式の金額の算出方法
買収した関係会社株式の株式会社イエローキャピタルオーケストラの株式については、取得
価額に超過収益力を反映しているため取得価額と超過収益力を反映させた実質価額を比較し、
減損の判定をしております。財政状態の悪化や、超過収益力の毀損等により実質価額が著し
く低下する場合は相当の減損処理を行います。

事業整理損失引当金
環境衛生事業の一部事業の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、当事業年度
末における損失見込額を計上しております。

９．会計上の見積りの変更に関する注記
該当事項はありません。

10．貸借対照表に関する注記
1．資産から直接控除した減価償却累計額（減損損失累計額を含む）
有形固定資産 32,288千円
建物 16,323千円
機械装置及び運搬具 3,252千円
工具器具及び備品 12,711千円
2． 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 88,603千円
短期金銭債務 221,000千円
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11．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引高
売上高 15,000千円
営業費用 ー千円
営業取引以外の取引高（収入分） 1,164千円
営業取引以外の取引高（支出分） 2,706千円

12．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

（単位：株）
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 62 ー ー 62
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13．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 千円

減価償却資産 2,331
ゴルフ会員権評価損 897
貸倒引当金否認額 3,156
減損損失 2,233
関係会社株式評価損 58,178
事業整理損失引当金 22,965
税務上の繰越欠損金 672,791
その他 14

小計 762,568
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △672,791
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △89,776
評価性引当額小計 △762,568

繰延税金資産合計 ー
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △319
繰延税金負債合計 △319

繰延税金負債の純額 △319
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14．関連当事者との取引に関する注記
1． 子会社及び関連会社等

属性 会社等
の名称

資本金又は
出 資 金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所有)
割合（％)

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の

内 容
取引金額
（千円）
（注１）

科目 期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関 係

子会社 ㈱省電舎 20,000
千円

省エネル
ギー関連
事業

（所有）
直接
100

兼任
３人

経営管理の受託 経営管理料の受取り（注２） 15,000 売 掛 金 1,375

資金の借入

利息の支払い（注３） 2,706 未払費用 3,820

資金の借入 103,000 関係会社
借 入 金 221,000

商品仕
入等 経費等の立替（注4） 1,286 立 替 金 6,404

子会社
㈱イエロ
ーキャピ
タルオー
ケストラ

20,000
千円

リノベー
ション事
業

（所有）
直接
70

兼任
３人 資金の貸付

資金の貸付 78,700 関係会社貸付金 78,700

利息の受け取り（注３） 1,164 未収収益 1,955

（注１）上記取引金額に消費税等は含まれておりません。
（注２）子会社との経営管理料については、グループ運営経費を元に算定しております。
（注３）資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
（注４）経費等の立替は実際の発生額によっております。

2． 役員及び個人主要株主等

属性 会社等
の名称

資本金又は
出 資 金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所有)
割合（％)

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の

内 容
取引金額
（千円）
（注１）

科目 期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関 係

主要株
主 吉野勝秀 ― ― （所有）

直接
15.25

― 資金の貸付

資金の借入（注） 50,000 短期借入金 ―

資金の返済 50,000 未収利息 ―

（注）資金の借入については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
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15．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 45円00銭
１株当たり当期純損失 19円00銭

16．重要な後発事象
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2024年５月23日
株式会社SDSホールディングス
取締役会 御中

アルファ監査法人
東京都港区
指定社員
業務執行社員 公認会計士 奥 津 泰 彦
指定社員
業務執行社員 公認会計士 松 本 達 之

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社SDSホールディングスの2023年４月１日から2024年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＳＤ

Ｓホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度以前から継続して経常損失及び親会社株主に帰

属する当期純損失を計上しており、損失が継続することで資金繰りに懸念が生じる可能性があることから、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。な
お、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結計算書類
は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結計算書類に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2024年５月23日
株式会社SDSホールディングス
取締役会 御中

アルファ監査法人
東京都港区
指定社員
業務執行社員 公認会計士 奥 津 泰 彦
指定社員
業務執行社員 公認会計士 松 本 達 之

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社SDSホールディングスの2023年４月１日から2024年

３月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度以前から継続して営業損失、経常損失及び当期純損

失を計上しており、損失が継続することで資金繰りに懸念が生じる可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は
状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。計算書類等は継続企業を前提と
して作成されており、このような重要な不確実性の影響は計算書類等に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

2024年05月29日 19時29分 $FOLDER; 65ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



― 65 ―

計算書類等に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第39期事業年度における取締役の職務
の執行に関して監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１ 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議
に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類を閲覧し、ホールディングス及び子会社における業務及び財産の状況を調査しまし
た。また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２ 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 アルファ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 アルファ監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると認めます。

2024年５月23日
株式会社SDSホールディングス 監査等委員会

監査等委員 森 雅 俊 ㊞
監査等委員 佐々木 健 郎 ㊞
監査等委員 皆 川 茂 基 ㊞

※監査等委員森正敏、佐々木健郎及び皆川茂基は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外
取締役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図
会 場： 東京都港区新橋一丁目12番９号

AP新橋 ５階Ｊルーム（新橋プレイス）

(交通) ●JR「新橋駅」銀座口 徒歩１分
●東京メトロ銀座線「新橋駅」5番出口 すぐ
●都営浅草線「新橋駅」A2出口 徒歩２分
●都営三田線「内幸町駅」A2出口 徒歩４分

2024年05月29日 19時29分 $FOLDER; 68ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）


